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第
一
節

序

一

近
世
日
本
（
江
戸
時
代
）
に
お
い
て
は
、
私
領
（
大
名
領
、
旗
本
領
）
や
御
料
（
幕
府
代
官
所
）
内
部
で
発
生
し
た
住
民
同
士
の
刑

事
事
件
に
対
す
る
裁
判
権
は
そ
れ
ぞ
れ
、
領
主
（
大
名
）、
地
頭
（
旗
本
）、
代
官
が
有
し
て
い
た(⚑
)。
し
か
し
、
加
害
者
、
被
害
者
の
一

方
が
別
の
私
領
や
御
料
に
属
す
る
者
で
あ
る
場
合
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
領
主
、
地
頭
、
代
官
の
裁
判
権
は
及
ば
ず
、

―
―
若
干
の
例
外
を
除
い
て
―
―
幕
府
中
央
の
奉
行
所
（
評
定
所
）
が
裁
判
権
を
独
占
し
て
い
た(⚒
)。
こ
の
よ
う
な
刑
事
事
件
を
い
ま
、

他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
刑
事
事
件
が
江
戸
幕
府
の
刑
事
手
続
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に

取
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
、
別
稿
「
江
戸
幕
府
の
刑
事
裁
判
と
『
手
続
の
選
択
』
―
―
『
吟
味
筋
』
か
そ
れ
と
も
『
出
入
筋
』
か

―
―(⚓
)」
で
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
が
発
生
し
た
場
合
の
現
地
で
の
取
扱
い
や
、
当
該
刑
事
事
件
に
つ
い
て

「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
の
、
幕
府
中
央
の
奉
行
所
（
江
戸
の
奉
行
所
（
評
定
所
））
で
の
取
扱
い
を
論
じ
た
。

二

別
稿
で
は
、
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
き
被
害
者
側
が
加
害
者
側
を
相
手
ど
っ
て
江
戸
の
奉
行
所
に
出
訴
し
た
場
合
、

す
な
わ
ち
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
江
戸
の
奉
行
所
で
は
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
判
断
し
た
場
合
は
「
吟
味
筋
」

の
手
続
（
刑
事
手
続
）
に
委
ね
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
で
は
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
「
出
入
筋
」
の
手
続
（
民
事
刑
事
両
訴
訟
手
続
の
合

体
し
た
も
の
）
に
委
ね
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
嫌
疑
の
濃
淡
に
よ
り
当
該
事
件
を
刑
事
手
続
（「
吟
味
筋
」
の
手
続
）
に
の
せ
る
か

ど
う
か
の
選
別
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
現
在
の
「
精
密
司
法
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の

よ
う
な
方
針
が
確
立
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。

た
だ
、「
吟
味
筋
」、「
出
入
筋
」
を
こ
う
し
た
枠
組
み
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
場
合
、
こ
の
枠
組
に
納
ま
り
切
ら
な
い
事
例
も
あ
り
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え
、
そ
の
位
置
づ
け
が
問
題
と
な
り
得
る
。
別
稿
で
は
紙
数
制
限
の
た
め
こ
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿

で
は
こ
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
別
稿
で
示
し
た
「
吟
味
筋
」、「
出
入
筋
」
の
枠
組
に
新
た
な
内
容
を
盛
り
込
も
う
と
思
う
。

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
幕
府
刑
事
手
続
の
一
側
面
に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

第
二
節

他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
の
発
生
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」

一

他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
が
発
生
し
た
場
合
、
別
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
幕
府
は
、
相
手
が
あ
り
公
事
合
と
な
る
よ
う

な
事
件
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
側
か
ら
加
害
者
を
相
手
ど
っ
て
江
戸
の
奉
行
所
に
出
訴
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
た(⚔
)。
別
稿
で
は
現
地

の
様
子
を
具
体
的
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
現
地
で
取
ら
れ
た
措
置
を
若
干
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。『
公

事
秘
書(⚕
)』
所
収
「
奉
行
所
江
可
差
出
公
事
出
入
吟
味
も
の
之
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
⚑
〕

「

奉
行
所
江
可
差
出
公
事
出
入
吟
味
も
の
之
事

（
前

略
）

一
支
配
所
之
も
の
他
所
ニ
而
他
支
配
他
領
之
も
の
江
疵
付
、
亦
者
殺
候
旨
訴
出
候
歟
、
他
所
よ
り
其
段
届
来
候
ハ
ゝ
、
手
負
者
早

速
療
治
之
儀
心
付
、
其
所
之
御
代
官
不
居
合
、
相
手
方
者
重
キ
御
役
人
等
之
領
分
之
も
の
ニ
候
ハ
ゝ
、
手
代
共
江
兼
而
申
付
置
、

御
代
官
之
名
前
、
御
預
所
者
其
役
人
名
前
に
て
、
立
会
之
儀
先
方
江
掛
合
、
不
及
伺
早
速
見
分
之
も
の
差
遣
、
双
方
村
役
人
も

為
立
合
、
若
小
給
所
等
ニ
而
立
合
之
役
人
無
之
歟
、
其
外
立
会
手
延
ニ
難
相
成
類
ハ
、
掛
合
之
上
、
先
方
親
類
、
村
役
人
斗
ニ

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）
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而
も
為
立
合
、
遂
吟
味
、
医
師
よ
り
も
口
書
取
之
、
察
当
杯
申
聞
、
吟
味
詰
ニ
不
及
、
死
骸
者
仮
埋
申
付
、
殺
候
も
の
疵
付
候

も
の
、
或
者
手
伝
候
も
の
、
若
先
方
ニ
而
差
押
置
、
可
訴
出
旨
申
候
と
も
、
支
配
所
之
も
の
ハ
請
取
之
、
不
取
逃
様
手
当
い
た

し
可
申
候
、
且
、
事
を
巧
、
人
を
殺
候
歟
、
亦
者
闇
打
或
者
人
家
江
忍
入
、
人
を
殺
逃
去
候
も
の
ハ
、
近
き
親
類
之
内
壱
人
入

牢
申
付
置
、
村
役
人
并
子
方
ニ
無
之
親
類
江
尋
申
付
、
追
而
相
糺
不
苦
も
の
ハ
、
其
場
所
江
不
及
呼
出
、
手
間
不
取
様
取
計
、

場
所
為
引
払
可
申
、
右
者
、
先
方
よ
り
支
配
所
之
も
の
を
相
手
取
、
可
願
筋
ニ
付
、
其
趣
を
以
取
計
、
先
方
役
人
江
懸
合
、
右

始
末
可
被
承
届
候
、
支
配
所
之
も
の
、
他
領
之
も
の
ニ
被
殺
候
歟
、
亦
者
疵
請
候
ハ
ゝ
、
右
ニ
准
し
手
当
之
儀
先
方
江
掛
合
、

死
骸
ハ
請
取
、
被
殺
候
も
の
之
親
類
、
身
寄
よ
り
、
殺
候
も
の
を
相
手
取
り
、
目
安
掛
り
之
積
、
添
簡
を
以
差
出
之
儀
、
可
被

相
伺
候
、

（
以
下
略
）」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
代
官
所
の
者
が
他
の
代
官
所
の
者
、
あ
る
い
は
他
領
（
大
名
領
、
旗
本
領
）
の
者
を
傷
つ
け
、
あ
る
い
は
殺
害
し
た

旨
、
代
官
所
へ
通
報
が
あ
っ
た
場
合
は
、
代
官
は
、
負
傷
者
の
治
療
、
立
合
見
分
、
医
者
の
調
書
取
得
、
死
骸
仮
埋
葬
、
身
柄
拘
束
中

の
加
害
者
・
加
勢
者
の
受
取
り
、
殺
人
犯
逃
亡
時
の
親
類
入
牢
・
尋
ね
申
付
け
等
の
措
置
を
済
ま
せ
る
。
右
の
件
は
、
先
方
（
被
害
者

側
）
よ
り
代
官
所
の
者
を
相
手
取
っ
て
江
戸
の
奉
行
所
に
出
訴
す
べ
き
も
の
（「
先
方
よ
り
支
配
所
之
も
の
を
相
手
取
可
願
出
筋
」）
で
あ
る

の
で
、
そ
の
よ
う
に
取
り
計
ら
い
、
代
官
は
先
方
の
役
人
と
懸
け
合
い
、
そ
の
始
末
を
承
わ
り
奉
行
所
へ
届
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
逆
に
、
代
官
所
の
者
が
他
領
の
者
に
殺
さ
れ
る
か
、
又
は
傷
つ
け
ら
れ
た
場
合
は
、
代
官
は
こ
れ
に
準
じ
て
、
加
害
者
の
身
柄

拘
束
の
件
を
相
手
方
役
人
へ
掛
け
合
い
、
死
骸
を
受
け
取
り
、
殺
さ
れ
た
者
の
親
類
・
身
寄
り
の
者
が
、
殺
し
た
者
を
相
手
ど
っ
て
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「
目
安
懸
り
」（「
目
安
懸
り
の
出
訴
」、
す
な
わ
ち
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」）
の
つ
も
り
で
、
代
官
の
添
簡
を
持
た
せ
て
江
戸
の
奉
行
所
へ
差
出

す
こ
と
を
、
奉
行
所
に
伺
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
私
領
と
他
私
領
の
者
の
間
で
の
刑
事
事
件
の
場
合
も
、
同
様
に
、
被
害
者
側
が
加

害
者
を
相
手
ど
っ
て
、
江
戸
の
奉
行
所
に
出
訴
す
べ
き
で
あ
っ
た(⚖
)。

他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
が
発
生
し
た
場
合
、
現
地
役
人
は
所
定
の
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
被
害
者
あ
る
い
は
、
殺
人
の
場
合

は
被
害
者
の
親
類
・
身
寄
り
の
者
に
対
し
、
加
害
者
を
相
手
ど
っ
て
江
戸
の
奉
行
所
に
出
訴
す
る
こ
と
―
―
す
な
わ
ち
、「
私
人
に
よ

る
出
訴
」
―
―
を
推
奨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
江
戸
の
奉
行
所
役
人
は
そ
の
訴
状
を
審
査

し
た
。
こ
れ
が
「
目
安
糺
」（「
訴
状
糺
」）
と
い
う
手
続
で
あ
る
。
別
稿
に
よ
れ
ば
、「
目
安
糺
」
の
結
果
、
奉
行
所
は
次
の
よ
う
な
異

な
る
対
応
を
し
た(⚗
)。

🄐🄐

重
罪
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
判
断
し
た
場
合
は
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
（
裏
書
）
は
与
え
ず
、
相
手
の
「
手
当
呼
出
」（
身
柄

拘
束
・
江
戸
送
致
）
を
現
地
の
領
主
・
地
頭
・
代
官
に
命
じ
る
。

🄑🄑

軽
罪
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
判
断
し
た
場
合
は
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
は
与
え
ず
、
差
紙
（
召
喚
状
）
で
も
っ
て
相
手
を
出

頭
さ
せ
る(⚘
)。

🄒🄒

犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
ず
、
訴
訟
人
が
、「
相
手
が
疑
わ
し
い
」
と
言
っ
て
る
だ
け
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、

訴
状
に
奉
行
の
裏
判
を
与
え
、
訴
訟
人
に
訴
状
を
相
手
方
に
送
達
さ
せ
、
指
定
日
に
双
方
を
出
廷
さ
せ
る
。

上
記
🄐🄐
〜
🄒🄒
の
う
ち
、
🄐🄐
🄑🄑
は
「
吟
味
筋
」
の
手
続
（
刑
事
手
続
）
で
あ
る
。
被
疑
者
を
召
喚
し
、
あ
る
い
は
送
致
さ
せ
、
奉
行
所

で
吟
味
し
刑
罰
を
科
す
手
続
で
あ
る
。
重
罪
軽
罪
を
問
わ
ず
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
な
事
件
に
つ
い
て
「
吟
味
筋
」
の
手
続
が
と
ら
れ

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）
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て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
、
🄒🄒
は
「
出
入
筋
」
の
手
続
で
あ
り
、
主
と
し
て
民
事
事
件
に
用
い
ら
れ
る
が
、
刑
事
事
件
に

つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
。
相
手
を
訴
え
、
奉
行
所
の
法
廷
で
「
対
決
」
し
奉
行
の
裁
定
を
求
め
る
手
続
で
あ
る
。「
私
人
に
よ
る
出
訴
」

が
な
さ
れ
た
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
場
合
は
、「
吟
味
筋
」
で
は
な
く
「
出
入

筋
」
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
目
安
糺
」
は
こ
の
よ
う
に
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
事
案
の
そ
の
後
の

扱
い
を
左
右
す
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
「
目
安
糺
は
近
世
法
制
史
上
重
要
な
意
味
を
有
し
た(⚙
)」
の
で
あ

る
。

第
三
節

｢私
人
に
よ
る
出
訴
」
と
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
事
件

一

他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
江
戸
の
奉
行
所
の
対
応
に
は
、
実
は
、
上

記
し
た
🄐🄐
〜
🄒🄒
の
枠
組
に
は
納
ま
り
切
ら
な
い
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
た
。
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
ず
、
訴
訟
人
が
、「
相
手

が
疑
わ
し
い
」
と
言
っ
て
る
だ
け
の
事
件
は
、「
出
入
筋
」
の
手
続
で
扱
う
と
い
う
、
上
記
し
た
奉
行
所
の
対
応
は
、
必
ず
し
も
常
に

維
持
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
種
の
事
件
を
「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
扱
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
心
付
呼
出
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
、
若
干
の
例
を
示
す
。

〔
史
料
⚒
〕

「
下
野
守
懸

酉
二
月

一
上
州
東
平
井
村
藤
吉
、
相
手
同
国
助
右
衛
門
外
壱
人
、
所
持
い
た
し
候
金
子
奪
取
其
上
手
疵
為
負
候
出
入 六
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是
者
、
相
手
之
も
の
共
、
訴
訟
方
親
利
八
所
持
之
金
子
奪
取
、
其
上
疵
付
候
段
申
立
候
得
共
、
聢
与
見
留
候
儀
与
も
不
相
聞
、

手
当
程
之
儀
ニ
も
有
之
間
敷
、
併
不
軽
儀
を
申
立
候
事
故
、
裏
判
者
不
差
出
、
夫
々
地
頭
江
申
達
、
道
中
不
取
逃
様
心
付
呼

出
、
追
而
評
定
所
江
差
出
候
積(10
)」

〔
史
料
⚓
〕

「

演

説

書

根
岸
肥
前
守

松
前
八
百
之
丞
知
行
武
州
葛
飾
郡
下
高
野
村
九
左
衛
門
地
借
茂
右
衛
門
江
相
懸
、
変
死
出
入
訴
出
申
候
、
右
訴
状
之
趣
者
、
七
平

娘
い
く
儀
―
―

(マ
マ
)

其
後
之
儀
ハ
不
存
由
ニ
而
、
旁
疑
敷
由
ニ
御
座
候
、
依
之
、
訴
訟
人
を
一
通
為
承
糺
候
処
、
相
手
茂
右
衛
門
を
相

疑
候
迄
ニ
而
、
慥
成
儀
与
も
不
相
聞
候
得
共
、
人
殺
ニ
も
有
之
、
裏
判
差
遣
呼
出
候
ハ
ゝ
、
逃
去
候
儀
も
難
計
候
間
、
茂
右
衛
門

者
地
頭
江
申
達
、
其
外
抱
り
合
之
も
の
共
も
、
夫
々
呼
出
相
糺
、
追
而
評
定
所
江
差
出
可
致
吟
味
与
存
候
、
依
之
及
御
演
説
候
、

以
上
、月

日(11
)」

〔
史
料
⚔
〕

「

演

説

書

菅
沼
下
野
守

牧
野
式
部
知
行
武
州
豊
嶋
郡
下
川
田
谷
村
源
七
郎
よ
り
、
牧
野
大
内
蔵
知
行
同
郡
上
川
田
谷
村
清
五
郎
弟
乙
五
郎
外
壱
人
江
相
懸
、

女
房
行
衛
出
入
訴
出
候
、
訴
状
之
趣
ハ
、
源
四
（
七
？
）
郎
女
房
さ
き
儀
、
去
辰
十
月
廿
一
日
、
同
村
親
類
儀
右
衛
門
方
江
参
り

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
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候
由
ニ
而
罷
出
、
同
人
方
江
者
不
罷
越
間
、
所
々
相
尋
候
内
、
相
手
乙
五
郎
方
ニ
而
衣
類
借
受
、
罷
帰
候
由
、
乙
五
郎
申
聞
、
如

何
之
義
与
存
候
処
、
同
人
儀
、
さ
き
を
誘
引
出
し
囲
置
候
由
、
風
聞
有
之
候
得
共
、
聢
与
い
た
し
候
義
も
無
之
候
間
、
其
分
ニ
い

た
し
候
処
、
当
九
月
下
旬
、
相
手
重
五
郎
罷
越
、
女
房
さ
き
を
乙
五
郎
囲
置
候
得
共
、
貰
受
可
差
帰
間
、
離
縁
状
相
渡
候
様
、
及

挨
拶
候
得
者
、
離
縁
状
差
越
候
儀
難
成
候
ハ
ゝ
、
さ
き
を
相
渡
候
義
者
勿
論
、
同
人
行
衛
之
儀
も
難
申
由
、
重
五
郎
申
聞
候
段
、

旁
難
心
得
由
ニ
御
座
候
、
依
之
、
訴
訟
人
を
一
ト
通
相
糺
候
処
、
乙
五
郎
方
江
さ
き
を
囲
置
候
由
ハ
、
重
五
郎
申
口
迄
ニ
而
、
見

届
候
儀
ニ
者
無
之
、
さ
き
行
衛
不
相
知
由
申
之
候
得
共
、
女
房
さ
き
を
乙
五
郎
誘
引
出
、
囲
置
候
由
申
立
候
儀
ニ
も
有
之
、
裏
判

差
出
候
ハ
ゝ
、
逃
去
可
申
も
難
計
候
間
、
相
手
か
た
乙
五
郎
外
壱
人
と
も
、
地
頭
江
申
達
呼
出
、
入
牢
申
付
置
、
追
而
双
方
評
定

所
江
差
出
、
可
致
吟
味
与
存
候
、
仍
之
、
及
御
演
説
候
、
以
上
、

巳
十
一
月(12
)」

二

以
上
、
三
つ
の
事
例
を
紹
介
し
た
。
こ
の
う
ち
〔
史
料
⚒
〕
は
、
訴
訟
人
藤
吉
が
助
右
衛
門
ほ
か
一
名
を
相
手
ど
っ
て
、
江
戸

の
奉
行
所
に
出
訴
し
た
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
年
）
の
「
金
子
奪
取
其
上
手
疵
為
負
候
出
入
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
奉
行
所
は
、
訴
訟
人
藤
吉
の
親
が
所
持
し
た
金
を
相
手
方
が
奪
い
取
り
、
そ
の
う
え
傷
を
負
わ
せ
た
と
訴
訟
人
は
申
し
立
て
て
い

る
が
、
し
か
と
見
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
の
で
、「
手
当
」（
身
柄
拘
束
）
を
命
じ
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
た
だ
、

「
軽
か
ら
ざ
る
儀
」
を
訴
訟
人
が
申
し
立
て
て
い
る
の
で
、
奉
行
所
は
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
は
与
え
ず
、
地
頭
に
命
じ
て
、
相
手
を
、

道
中
取
り
逃
さ
ぬ
よ
う
注
意
し
て
江
戸
の
奉
行
所
に
送
致
さ
せ
（「
心
付
呼
出
」）、
お
っ
て
評
定
所
へ
差
出
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
奉
行
所
が
訴
訟
人
の
訴
え
に
対
し
、「
訴
訟
人
は
相
手
の
犯
行
を
し
か
と
見
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
」
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
犯
行
に
対
す
る
こ
う
し
た
不
確
か
な
認
識
に
も
と
づ
く
訴
え
に
つ
い
て
は
、
第
二
節

二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
、「
出
入
筋
」
の
手
続
に
よ
り
、
訴
状
に
裏
判
を
与
え
、
訴
訟
人
に
訴
状
を
相
手
方
に
届
け
さ
せ
る
（
訴

状
送
達
）
と
い
う
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
訴
訟
人
が
「
軽
か
ら
ざ
る
儀
」、
す
な
わ
ち
看
過
し

え
な
い
事
柄
を
申
し
立
て
て
い
る
の
で
、
奉
行
所
は
「
出
入
筋
」
の
手
続
を
と
ら
ず
、
地
頭
に
命
じ
て
「
心
付
呼
出
」
―
―
す
な
わ
ち
、

逃
亡
せ
ぬ
よ
う
心
付
け
て
、
相
手
方
（
被
疑
者
）
を
江
戸
の
奉
行
所
に
呼
出
す
（
送
致
さ
せ
る
）
こ
と
―
―
と
い
う
措
置
を
と
っ
て
い
る
。

本
件
で
は
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
、「
手
当
」（
身
柄
拘
束
）
を
命
ず
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
奉
行
所
は
判

断
し
た
。「
手
当
」
と
は
犯
人
、
被
疑
者
の
身
柄
を
拘
束
し
、
逃
亡
せ
ぬ
よ
う
警
固
す
る
こ
と
で
あ
る(13
)。「
手
当
呼
出
」
は
悪
事
を
働
い

た
者
、
と
く
に
重
罪
犯
を
目
籠
に
入
れ
、
身
柄
を
拘
束
し
て
護
送
す
る
こ
と
で
あ
る(14
)。
本
件
で
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
被
疑
者
の
「
呼

出
」
を
地
頭
に
命
じ
て
い
る
。
そ
の
際
、
奉
行
所
は
、「
手
当
」
し
て
「
呼
出
」
す
（「
手
当
呼
出
」）
こ
と
ま
で
す
る
必
要
は
な
い
と
見

た
。
し
か
し
、
逃
亡
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
、「
心
付
」
け
て
「
呼
出
」
す
と
い
う
「
心
付
呼
出
」
の
措
置
を
地
頭
に
命
じ
て
い
る
。

「
心
付
呼
出
」
は
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
吟
味
筋
」
の
手
筋
で
あ
っ
た
。

平
松
義
郎
氏
は
、「
手
当
呼
出
」
を
、
被
疑
者
の
「
護
送
送
致
」
あ
る
い
は
「
護
送
召
喚
」
と
解
し(15
)、「
心
付
呼
出
」
を
、「
戒
護
の

程
度
の
簡
単
な
場
合(16
)」
と
さ
れ
る
。『
古
事
類
苑
』
の
編
者
も
、「
心
付
呼
出
」
を
、「
手
当
呼
出
ノ
軽
キ
モ
ノ
ナ
リ(17
)」
と
さ
れ
る
。「
心

付
呼
出
」
と
は
、「
手
当
呼
出
」
よ
り
は
警
固
の
程
度
は
軽
い
が
、
逃
亡
せ
ぬ
よ
う
一
定
の
自
由
の
制
限
を
伴
っ
た
被
疑
者
の
送
致

（
奉
行
所
側
か
ら
見
る
と
呼
出
、
召
喚
）
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
心
付
呼
出
」
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
手
続

で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
は
語
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
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三

〔史
料
⚓
〕
は
、
娘
「
い
く
」
の
変
死
に
疑
念
を
抱
い
た
父
親
七
平
が
、
茂
右
衛
門
を
相
手
ど
っ
て
江
戸
の
奉
行
所
に
出
訴
し

た
「
変
死
出
入
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
勘
定
奉
行
根
岸
肥
前
守
鎮
衛
が
在
任
中
（
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
〜
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九

八
））
の
「
出
入
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
訴
状
内
容
に
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
奉
行
所
で
訴
訟
人
七
平
を
糺
し
た
と

こ
ろ
、
相
手
茂
右
衛
門
が
疑
わ
し
い
と
言
っ
て
る
だ
け
で
、
た
し
か
な
話
し
と
は
思
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
た
だ
、
人
殺

を
訴
え
る
案
件
で
も
あ
る
の
で
、
奉
行
所
は
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
を
与
え
て
訴
訟
人
に
訴
状
を
相
手
方
へ
送
達
さ
せ
る
と
、
相
手
方

が
逃
亡
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
奉
行
所
は
、
相
手
方
茂
右
衛
門
を
、
地
頭
に
命
じ
て
呼
出
し
、
そ
の
他
の
関
係
者

も
そ
れ
ぞ
れ
呼
出
し
て
奉
行
所
で
糺
し
、
お
っ
て
評
定
所
へ
差
出
し
吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
奉
行
所
役
人
が
、
訴
訟
人
の
訴
え
に
対
し
、「
訴
訟
人
が
相
手
が
疑
わ
し
い
と
言
っ
て
る
だ
け
で
、
た

し
か
な
話
し
と
は
思
え
な
い
」
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
不
確
か

な
訴
え
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
、「
出
入
筋
」
の
手
続
で
扱
か
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
人

殺
」
と
い
う
重
罪
犯
罪
を
訴
え
る
案
件
で
も
あ
り
、
訴
状
へ
の
奉
行
の
裏
判
付
与
・
訴
訟
人
に
よ
る
訴
状
送
達
と
い
う
「
出
入
筋
」
の

手
続
を
と
る
と
、
相
手
が
逃
亡
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
地
頭
に
命
じ
て
相
手
を
奉
行
所
に
呼
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

本
件
で
は
、
奉
行
所
へ
の
「
呼
出
」
に
つ
い
て
「
手
当
呼
出
」
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
地
頭
に
命
じ
て
「
呼
出
」
と

い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。「
手
当
呼
出
」
は
地
頭
に
と
り
極
め
て
大
き
な
負
担
を
件
う
重
大
な
任
務
で
あ
り(18
)、
奉
行
所
が
そ
れ
を
命

じ
る
さ
い
の
表
現
を
誤
ま
る
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
。
本
件
で
奉
行
所
が
命
じ
た
の
は
、〔
史
料
⚒
〕
の
案
件
同
様
、「
手
当
呼
出
」
で

は
な
く
、
被
疑
者
を
、
逃
亡
せ
ぬ
よ
う
注
意
し
て
江
戸
の
奉
行
所
に
送
致
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
心
付
呼
出
」
で
あ
っ
た
と
見
て

大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
件
も
、〔
史
料
⚒
〕
の
案
件
と
同
様
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
不
確
か
な
事
件
で
あ
り
、「
手
当

一
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呼
出
」
を
命
じ
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
人
殺
」
を
申
し
立
て
て
い
る
訴
え
で
も
あ
り
、
逃
亡
の

可
能
性
も
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
奉
行
所
は
「
心
付
呼
出
」
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

〔史
料
⚔
〕
は
、
訴
訟
人
源
七
郎
が
、
乙
五
郎
ほ
か
一
人
を
相
手
ど
っ
て
奉
行
所
に
出
訴
し
た
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
「
女

房
行
衛
出
入
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
人
の
妻
「
さ
き
」
が
親
類
の
儀
右
衛
門
の
所
へ
行
く
と
い
っ
て
出
か

け
た
が
、
儀
右
衛
門
方
に
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
訴
訟
人
源
七
郎
は
あ
ち
こ
ち
尋
ね
捜
し
た
と
こ
ろ
、
相
手
乙
五
郎
方
で
「
さ
き
」
が
衣

類
を
借
り
て
帰
っ
た
と
乙
五
郎
が
言
っ
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
源
七
郎
が
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
乙
五
郎
が
「
さ
き
」
を
誘
い
出
し

囲
い
置
い
て
い
る
と
い
う
風
聞
が
立
っ
た
。
し
か
し
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
源
七
郎
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
。
そ

こ
に
相
手
方
の
一
人
で
あ
る
重
五
郎
が
来
て
、「
源
七
郎
の
女
房
『
さ
き
』
を
乙
五
郎
が
囲
い
置
い
て
い
る
が
、
貰
い
受
け
て
帰
し
て

や
る
か
ら
、
離
縁
状
を
渡
す
よ
う
に
」
と
言
い
、「
離
縁
状
を
よ
こ
さ
な
い
な
ら
『
さ
き
』
を
渡
さ
ぬ
し
、『
さ
き
』
の
行
方
も
教
え

ぬ
」
と
言
っ
た
。
源
七
郎
は
納
得
で
き
ず
、
乙
五
郎
と
重
五
郎
を
相
手
ど
り
、
江
戸
の
奉
行
所
に
出
訴
し
た
。

以
上
が
出
訴
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
が
、
本
件
に
は
、
謎
が
多
く
、「
さ
き
」
が
親
類
の
儀
右
衛
門
方
に
行
か
ず
乙
五
郎
方
に
行
っ
た

こ
と
、「
さ
き
」
が
乙
五
郎
方
で
衣
類
を
借
り
て
帰
っ
た
と
い
う
乙
五
郎
の
不
可
解
な
発
言
を
、
源
七
郎
は
乙
五
郎
に
強
く
問
い
た
だ

し
た
様
子
も
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
妻
の
誘
引
出
・
囲
置
の
風
聞
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
七
郎
は
風
聞
の
出
所
を
真
剣
に
追
求

し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
こ
と
な
ど
、
判
然
と
し
な
い
点
が
多
々
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
訴
訟
人
源
七
郎
は
、
重
五
郎
の
言

葉
を
聞
い
て
憤
慨
し
、
出
訴
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
源
七
郎
の
訴
え
に
対
し
、
奉
行
所
は
、
訴
訟
人
源
七
郎
を
一
通
り
糺
し
、「
乙
五
郎
方
へ
『
さ
き
』
を
囲
い
置
く
と
い
う
の
は
、

重
五
郎
が
そ
う
言
っ
て
る
だ
け
で
、
訴
訟
人
源
七
郎
が
そ
れ
を
見
届
け
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
犯
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事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）

一
一

578 ( 578 )



罪
の
嫌
疑
が
は
っ
き
り
し
な
い
事
件
は
、
第
二
節
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
、「
出
入
筋
」
の
手
続
で
取
扱
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
奉
行
所
は
、「
訴
訟
人
源
七
郎
が
、
自
分
の
女
房
『
さ
き
』
を
乙
五
郎
が
誘
い
出
し
て
囲
い
置
い
て
い
る
と
申
し
立
て
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
を
与
え
て
、
訴
訟
人
に
訴
状
を
相
手
方
へ
送
達
さ
せ
る
と
い
う
『
出
入
筋
』
の

手
続
を
と
る
と
、
相
手
方
が
逃
亡
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
判
断
し
て
、「
出
入
筋
」
の
手
続
を
と
ら
な
か
っ
た
。
奉
行
所
は
、
地
頭

に
命
じ
て
相
手
方
乙
五
郎
、
重
五
郎
を
江
戸
の
奉
行
所
へ
「
呼
出
」
し
、
入
牢
を
申
し
付
け
置
き
、
お
っ
て
双
方
を
評
定
所
に
差
出
し

吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
こ
で
も
「
手
当
呼
出
」
の
語
は
見
ら
れ
ず
、
地
頭
に
命
じ
て
、「
呼
出
」
と
だ
け
あ
る
。〔
史
料
⚓
〕
と
同
様
、
本
件
も
「
手
当
呼

出
」
で
は
な
く
、
被
疑
者
を
、
逃
亡
せ
ぬ
よ
う
注
意
し
て
江
戸
の
奉
行
所
に
送
致
す
る
と
い
う
「
心
付
呼
出
」
の
措
置
が
と
ら
れ
た
も

の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
人
が
相
手
の
犯
行
を
し
っ
か
り
見
届
け
た
わ
け
で
は
な
い
不
確
か
な
事
件
で
あ
る
が
、
人
妻
誘
引

出
・
囲
置
の
可
能
性
、
逃
亡
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
「
心
付
呼
出
」
の
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う(19
)。

第
四
節

｢私
人
に
よ
る
出
訴
」
と
「
心
付
呼
出
」

一

｢私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
、
奉
行
所
で
の
訴
状
審
査
（
目
安
糺
）
に
も
と
づ
き
、「
心
付
呼
出
」
の
措
置
が
と
ら
れ
た
刑

事
事
件
は
、
い
ず
れ
も
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
出
入
筋
」
の
手
続
が
と
ら
れ
な

か
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
処
理
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
目
秘(20
)』
坤
二
十
の
一
「
相

手
方
目
安
を
請
出
奔
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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〔
史
料
⚕
〕

「
寛
政
十
二
申
年
十
月

下
野
守
懸

一
奥
州
中
倉
村
作
兵
衛
外
壱
人
、
相
手
同
国
小
平
村
法
性
寺
并
字(宇

カ
)源

次
外
四
人
、
内
済
儀
定
相
破
候
出
入

是
者
、
相
手
方
法
性
寺
、
先
達
而
目
安
裏
判
相
附
候
処
、
出
奔
い
た
し
候
由
申
立
候
に
付
、
又
候
可
逃
去
も
難
計
候
間
、
法

性
寺
者
領
主
江
達
、
不
取
逃
様
心
附
呼
出
、
其
外
之
も
の
共
者
、
本
公
事
差
日
之
初
判
差
出
候
積
り
、

此
心
附
呼
出
、
当
時
吟
味
物
之
外
先
ツ
者
無
之
」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
末
尾
の
傍
線
部
分
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
心
付
呼
出
」
は
「
吟
味
物
」
に
つ
い
て
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、「
吟
味
筋
」
の
対
象
た
る
「
吟
味
物
」
に
つ
い
て
と
ら
れ
た
手
続
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。〔
史
料
⚒
〕、〔
史
料
⚓
〕、〔
史
料

⚔
〕
の
三
つ
の
事
例
は
い
ず
れ
も
、
相
手
方
の
犯
行
の
有
無
に
つ
い
て
確
証
の
得
ら
れ
な
い
不
確
か
な
事
件
で
あ
り
、
犯
罪
の
嫌
疑
が

濃
厚
と
は
い
え
な
い
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
本
来
、「
出
入
筋
」
の
手
続
で
扱
わ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
訴

え
の
内
容
や
相
手
方
の
逃
亡
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
、「
心
付
呼
出
」
と
い
う
「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
取
扱
わ
れ
た
。

二

｢心
付
呼
出
」
は
、〔
史
料
⚒
〕
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
相
手
（
被
疑
者
）
に
対
し
「
手
当
」
と
い
う
厳
重
な
警
固
を
命
じ

て
「
呼
出
」
す
ほ
ど
で
は
な
い
と
思
わ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
「
手
当
呼
出
」
と
「
心
付
呼

出
」
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、「
心
付
呼
出
」
の
措
置
が
と
ら
れ
る
の
は
、「
手
当
呼
出
」
の
措
置
が
と
ら
れ
る
事
件
ほ
ど
重
大
犯
罪
の

嫌
疑
が
濃
厚
な
事
件
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
逃
亡
防
止
の
た
め
一
定
の
自
由
拘
束
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、「
心
付
呼
出
」

も
「
手
当
呼
出
」
も
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）

一
三
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別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
江
戸
の
奉
行
所
に
な
さ
れ
た
と
き
、

訴
状
の
文
面
が
、「
相
手
が
疑
わ
し
い
」
と
い
う
だ
け
の
場
合
は
、
奉
行
所
と
し
て
は
、
相
手
（
被
疑
者
）
の
「
手
当
呼
出
」（
身
柄
拘

束
・
江
戸
送
致
）
は
命
じ
な
い
、
と
い
う
方
針
が
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
打
ち
出
さ
れ
た(21
)。「
疑
わ
し
き
は
拘
束
せ
ず
」
と
い
う
方

針
の
確
立
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
方
針
は
、「
疑
わ
し
き
は
『
手
当
呼
出
』
せ
ず
」
と
い
う
意
味
で
は
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、「
心
付
呼
出
」
も
一
定
の
自
由
の
拘
束
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
訴
訟
人
が
、「
相
手
が
疑
わ
し
い
」
と
思
っ
て
い
る

だ
け
の
場
合
で
も
、
奉
行
所
は
関
係
方
面
に
「
心
付
呼
出
」
を
命
じ
、
相
手
を
逃
亡
せ
ぬ
よ
う
に
し
て
江
戸
の
奉
行
所
に
送
致
さ
せ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、「
疑
わ
し
き
は
拘
束
せ
ず
」
と
い
う
幕
府
の
上
記
方
針
を
、「
疑
わ
し
き
は
常
に
拘
束
せ
ず
」
と
理
解
す
る
こ
と
は

適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
幕
府
の
上
記
方
針
は
、「
疑
わ
し
き
は
『
手
当
呼
出
』
せ
ず
。
し
か
し
、
疑
し
き
は
『
心
付
呼
出
』
す
る

こ
と
も
あ
る
」
と
理
解
す
る
の
が
、
よ
り
実
態
に
即
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
別
稿
で
用
い
た
「
疑
わ
し
き
は
拘
束
せ
ず
」
と

い
う
表
現
は
こ
の
よ
う
な
限
定
つ
き
で
用
い
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

三

以
上
か
ら
、
他
領
他
支
配
関
連
事
件
に
つ
き
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
の
、
江
戸
の
奉
行
所
が
と
る
対
応
は
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

🄐🄐

重
罪
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
判
断
し
た
場
合
は
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
は
与
え
ず
、
相
手
の
「
手
当
呼
出
」（
身
柄
拘
束
・
江

戸
送
致
）
を
現
地
の
領
主
・
地
頭
・
代
官
に
命
じ
る
。

🄑🄑

軽
罪
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
判
断
し
た
場
合
は
、
訴
状
に
奉
行
の
裏
判
は
与
え
ず
、
差
紙
（
召
喚
状
）
で
も
っ
て
相
手
を
出

頭
さ
せ
る
。

🄒🄒

犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
ず
、
訴
訟
人
が
「
相
手
が
疑
わ
し
い
」
と
言
っ
て
る
だ
け
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
訴
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状
に
奉
行
の
裏
判
を
与
え
、
訴
訟
人
に
訴
状
を
相
手
方
に
送
達
さ
せ
、
指
定
日
に
双
方
を
出
廷
さ
せ
る
。

🄓🄓

犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
が
、「
軽
か
ら
ざ
る
儀
」（
看
過
で
き
な
い
事
柄
）
を
訴
え
、
逃
亡
の
可
能
性
が
あ
る
と
判

断
し
た
場
合
は
、
訴
状
に
裏
判
は
与
え
ず
、
相
手
の
「
心
付
呼
出
」
を
領
主
・
地
頭
・
代
官
に
命
じ
る
。

こ
れ
ら
の
四
つ
の
類
型
の
う
ち
、
第
二
節
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
🄐🄐
🄑🄑
は
「
吟
味
筋
」
の
手
続
、
🄒🄒
は
「
出
入
筋
」
の
手
続
で
あ
る
。

別
稿
で
は
、「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
か
否
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
、「
目
安
糺
」
に
お
い
て
事
件
が
選
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
」
と
は
い
え
ず
、
本
来
な
ら
「
出
入
筋
」
の
手
続
で
扱
わ
れ
る
は
ず
の

事
件
が
、「
心
付
呼
出
」
と
い
う
「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
別
稿
で
、

🄐🄐
🄑🄑
が
「
吟
味
筋
」
の
手
続
、
🄒🄒
が
「
出
入
筋
」
の
手
続
と
指
摘
し
た
の
に
対
し
、
🄓🄓
と
い
う
新
た
な
類
型
を
「
吟
味
筋
」
に
つ
け
加

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
五
節

｢下
吟
味
」（「
吟
味
筋
」）、「
目
安
糺
」（「
出
入
筋
」）
と
事
件
の
選
別

一

平
松
義
郎
氏
は
、
大
著
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
に
お
い
て
、
江
戸
幕
府
の
刑
事
手
続
で
あ
る
「
吟
味
筋
」
の
手
続
を
体

系
的
に
叙
述
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
捜
査
に
よ
り
被
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
場
合
、
事
件
が
奉
行
所
に
送
ら
れ
、
奉
行
所
で
の
吟
味

（
審
理
）
が
開
始
さ
れ
る
前
に
、
関
係
役
人
に
よ
る
事
前
の
取
調
べ
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
下
吟
味
」
で
あ
る
。
平
松
氏
は
、
町
奉

行
所
で
の
手
続
を
中
心
に
「
下
吟
味
」
を
論
じ
、「
下
吟
味
は
主
と
し
て
同
心
が
、
検
使
の
現
場
、
も
し
く
は
自
身
番
屋
、
場
所
に
よ

り
名
主
宅
で
行
っ
た(22
)」
と
さ
れ
る
。「
下
吟
味
」
の
目
的
は
、「
被
疑
者
の
有
罪
無
罪
を
一
応
取
調
べ
、
有
罪
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
を

管
轄
奉
行
所
に
送
致
す
る
こ
と
に
あ
る(23
)」。
平
松
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
下
吟
味
」
が
行
わ
れ
た
の
は
、「
奉
行
所
の
吟
味
を
敏
速

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）
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な
ら
し
め
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
奉
行
が
白
洲
で
『
無
罪
』
を
申
渡
す
こ
と
は
『
御
体
裁
』
に
も
響
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、

そ
の
不
体
裁
を
避
け
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た(24
)」
こ
と
に
よ
る
。「
奉
行
所
に
ま
で
出
頭
さ
せ
て
無
罪
と
な
っ
て
は
、
奉

行
の
予
想
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
奉
行
、
奉
行
所
の
威
信
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た(25
)」。

こ
う
し
た
考
え
の
も
と
に
選
別
さ
れ
た
事
件
が
奉
行
所
に
お
い
て
吟
味
（
審
理
）
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
奉
行
所
の
吟
味
に
お
い
て

は
、
刑
事
事
件
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
、
犯
罪
事
実
の
認
定
が
最
重
要
課
題
と
な
る
。
奉
行
所
の
「
正
式
の
吟
味(26
)」
は
、
冒
頭
に
奉
行
が

行
な
う
「
直
糺
」（
じ
き
た
だ
し
）
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
。「
直
糺
」
に
よ
る
奉
行
の
「
一
通
り
吟
味
」、
入
牢
申
付
け
の
あ
と
は
、
吟
味

は
、
評
定
所
留
役
や
吟
味
物
調
役
、
吟
味
方
与
力
な
ど
の
下
役
が
実
質
的
に
行
う
。
こ
れ
を
「
下
役
糺
」
と
い
う
。
下
役
に
よ
る
吟
味
、

す
な
わ
ち
「
下
役
糺
」
は
、
結
審
の
た
め
の
供
述
録
取
書
と
も
い
う
べ
き
「
吟
味
詰
之
口
書
」
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
進
行

し
た(27
)。
平
松
氏
に
よ
れ
ば
、「
吟
味
詰
之
口
書
」
の
本
質
は
、「
被
糺
問
者
自
身
が
自
己
の
犯
罪
事
実
を
認
め
、
か
つ
科
せ
ら
れ
る
べ
き

刑
罰
に
異
議
な
く
『
承
状
』
す
る
こ
と
に
あ
っ
た(28
)」。
幕
府
が
執
拗
に
自
白
を
追
求
し
た
の
は
、
こ
の
「
吟
味
詰
之
口
書
」
を
得
る
た

め
で
あ
っ
た(29
)。「
吟
味
詰
之
口
書
」
が
原
則
と
し
て
有
罪
判
決
に
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
幕
府
役
人
に
よ
る
自
白
強
制
が
不
可
避

と
な
る(30
)。
自
白
に
よ
り
被
糺
問
者
に
「
承
状
」、「
伏
罪
」
の
意
思
を
表
明
さ
せ
、「
幕
府
の
裁
判
、
ひ
い
て
は
公
権
力
の
権
威
（「
御
威

光
」）
を
承
認
せ
し
め
、
…
…
裁
判
よ
り
結
果
す
る
幕
府
の
命
令
を
遵
守
せ
し
め
よ
う
と
し
た(31
)」
の
で
あ
る(32
)。
幕
府
の
刑
事
裁
判
（「
吟

味
筋
」）
は
こ
の
意
味
で
「
自
白
第
一
主
義
」
で
あ
っ
た(33
)。

平
松
氏
が
描
き
出
し
た
以
上
の
叙
述
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
の
刑
事
手
続
（「
吟
味
筋
」）
に
お
い
て
は
、
❟
奉
行
が

無
罪
を
言
い
渡
す
と
い
う
無
体
裁
を
避
け
る
た
め
、
下
吟
味
の
段
階
で
事
件
を
選
別
し
て
、
有
罪
と
思
わ
れ
る
事
件
だ
け
を
奉
行
所
に

送
致
し
、
➈
奉
行
所
の
吟
味
（
審
理
）
に
お
い
て
は
、
被
糺
問
者
が
自
己
の
犯
罪
事
実
を
認
め
伏
罪
の
意
思
を
表
明
す
る
「
吟
味
詰
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之
口
書
」
を
作
成
す
べ
く
、
被
糺
問
者
の
自
白
が
追
求
さ
れ
た
。
❟
が
「
下
吟
味
」、
➈
が
「
下
役
糺
」
の
段
階
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
江
戸
幕
府
の
「
吟
味
筋
」
の
手
続
（
刑
事
手
続
）
は
、
い
っ
た
ん
「
下
吟
味
」
を
通
過
さ
せ
る
と
、
有
罪

確
保
に
傾
斜
し
か
ね
な
い
一
面
を
有
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
し
た
平
松
氏
が
描
い
た
江
戸

幕
府
の
刑
事
手
続
（「
吟
味
筋
」）
に
、
我
々
は
、
幕
府
役
人
の
「
権
威
主
義
的
有
罪
確
保
主
義(34
)」
の
心
性
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二

他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
上
述
の
よ
う
に
、
江
戸
の
奉
行
所
に
お
い

て
訴
状
の
審
査
（「
目
安
糺
」）
が
な
さ
れ
た
。「
目
安
糺
」
に
お
い
て
は
、
訴
え
の
あ
っ
た
事
件
を
、「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
か
否
か
」

と
い
う
観
点
か
ら
選
別
し
、「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
」
と
判
断
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
被
疑
者
の
拘
束
、
送
致
、
召
喚
が
な
さ
れ

た
。
町
奉
行
所
の
「
下
吟
味
」
に
お
い
て
も
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
被
疑
者
の
有
罪
無
罪
を
調
べ
、「
有
罪
と
思
わ
れ
る
も
の
」
だ
け

を
奉
行
所
に
送
致
す
る
と
い
う
選
別
が
な
さ
れ
て
い
た(35
)。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
下
吟
味
」
も
「
目
安
糺
」
も
、「
有
罪
と
思
わ
れ
る

事
件
」、「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
思
わ
れ
る
事
件
」
を
選
別
し
て
奉
行
所
の
吟
味
（
審
理
）
に
委
ね
る
と
い
う
、
事
前
審
査
の
側
面
を

有
し
て
い
た
点
で
は
、
基
本
的
性
質
を
同
じ
く
す
る
と
い
え
よ
う
。「
下
吟
味
」
は
「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
あ
り
、「
目
安
糺
」
は
「
出

入
筋
」
の
手
続
で
あ
る
。「
下
吟
味
」「
目
安
糺
」
の
い
ず
れ
に
も
、「
有
罪
の
見
込
み
が
確
実
に
な
っ
て
は
じ
め
て
公
訴
提
起
す
る
」

と
い
う
現
代
の
刑
事
司
法
に
お
け
る
「『
公
判
前
手
続
』
の
重
視(36
)」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
基
本
的
同
質
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
下
吟
味
」
に
よ
る
事
件
の
選
別
と
「
目
安
糺
」
に
お
け
る
事
件
の
選
別
に
は
次
の

よ
う
な
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
第
一
点
目
は
、
事
件
の
選
別
の
さ
い
の
被
疑
者
取
調
・
尋
問
の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
る
。
町
奉
行
所

の
「
下
吟
味
」
で
は
、
被
疑
者
を
直
接
取
調
べ
尋
問
を
し
て
「
有
罪
と
思
わ
れ
る
事
件
」
が
選
別
さ
れ
、
被
疑
者
の
送
致
が
な
さ
れ
た
。

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
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こ
れ
に
対
し
、
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
の
「
目
安
糺
」
で
は
、
被
疑
者
取
調

べ
は
な
く
、
訴
訟
人
の
訴
え
に
も
と
づ
い
て
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
な
事
件
」
が
選
別
さ
れ
、
被
疑
者
の
送
致
・
召
喚
が
な
さ
れ
た
。

第
二
点
目
は
、
奉
行
所
に
送
致
さ
れ
る
事
件
の
性
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
下
吟
味
」
で
は
「
有
罪
と
思
わ
れ
た
事
件
」
が
奉
行
所
に

「
吟
味
物
」
と
し
て
送
致
さ
れ
た
が
、「
目
安
糺
」
で
は
、「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
と
判
断
さ
れ
た
事
件
」
も
「
吟
味
物
」

と
し
て
奉
行
所
に
送
致
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
第
三
点
目
は
、
有
罪
と
は
思
え
な
い
事
件
の
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
下
吟
味
」

で
は
、「
有
罪
と
思
わ
れ
な
か
っ
た
事
件
」
は
奉
行
所
に
送
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
目
安
糺
」
で
は
、「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚

と
は
い
え
な
い
と
判
断
さ
れ
た
事
件
」
で
あ
っ
て
も
、「
出
入
筋
」
の
手
続
で
奉
行
所
の
審
理
（
吟
味
）
に
委
ね
ら
れ
た
。

以
上
、「
下
吟
味
」
と
「
目
安
糺
」
の
相
違
点
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
違
い
は
、「
下
吟
味
」
が
、
国
家
権
力
が
自
発
的
に
始
動

し
犯
罪
者
と
対
峙
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
と
い
う
「
吟
味
筋
」
の
手
続
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

「
目
安
糺
」
は
、
あ
い
争
う
当
事
者
間
の
紛
争
を
裁
判
に
よ
り
解
決
す
る
と
い
う
「
出
入
筋
」
の
手
続
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。「
目
安
糺
」
は
「
出
入
筋
」
の
手
続
の
中
の
一
階
梯
で
あ
り
、
事
案
の
性
格
を
見
極
め
「
吟
味
筋
」

の
手
続
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
「
出
入
筋
」
の
手
続
で
い
く
べ
き
か
を
判
断
す
る
場
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
他
領
他
支
配

関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
目
安
糺
」

と
そ
の
後
の
扱
い
に
焦
点
を
当
て
て
少
し
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
上
記
し
た
相
違
点
の
第
一
点
目
に
つ
い
て
で
あ
る
。
被
疑
者
取
調
・
尋
問
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
目
安
糺
」
に
お
い
て

奉
行
所
役
人
は
何
を
手
掛
り
に
し
て
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
」
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
判
断
の
結
果
が
事
案
の
取
扱
い
を
決

定
的
に
左
右
す
る
だ
け
に
、
判
断
の
根
拠
が
注
目
さ
れ
る
。「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
る
場
合
、「
訴
訟
人
は
訴
状
を
証
拠
と
と
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も
に
奉
行
所
に
提
出(37
)」
す
る
。
奉
行
所
役
人
が
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
」
と
判
断
す
る
手
掛
り
は
ま
ず
、
こ
の
二
つ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。「
目
安
糺
」
に
は
訴
訟
人
の
訴
状
や
証
拠
は
提
出
さ
れ
る
が
、
相
手
方
の
弁
明
書
（
答
弁
書
）
は
提
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

奉
行
所
役
人
は
、「
目
安
糺
」
に
お
い
て
、「
吟
味
筋
」
の
手
続
を
選
択
す
る
場
合
、
一
方
当
事
者
の
側
の
主
張
の
み
に
も
と
づ
い
て
、

相
手
を
「
犯
罪
の
嫌
疑
濃
厚
」
と
判
断
し
、
事
件
を
「
吟
味
物
」
と
し
て
奉
行
所
の
正
式
の
吟
味
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と

の
危
険
性
を
自
覚
し
て
い
た
の
か
、
奉
行
所
役
人
は
、
片
寄
っ
た
情
報
に
も
と
づ
く
間
違
っ
た
判
断
を
極
力
廻
避
す
る
た
め
一
定
の
努

力
は
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
相
手
が
訴
訟
人
の
持
山
に
付
け
火
し
て
焼
き
払
い
、
焼
死
人
も
出
た
と
訴
え
出
た
「
難
渋
出
入
」
で
は
、

奉
行
所
役
人
は
、
訴
状
に
書
か
れ
て
い
る
山
林
付
け
火
の
「
風
評
」
を
関
東
取
締
出
役
に
確
認
さ
せ
、
間
違
い
が
な
け
れ
ば
相
手
を
逮

捕
し
て
奉
行
所
に
差
し
出
す
よ
う
命
じ
て
い
る(38
)。
ま
た
、
相
手
の
者
が
訴
訟
人
宅
へ
立
入
り
乱
妨
狼
藉
を
働
い
た
と
訴
え
出
た
「
狼
藉

出
入
」
で
は
、
相
手
の
乱
妨
、
高
札
場
破
壊
、
疵
付
を
訴
え
る
訴
訟
人
に
対
し
、
奉
行
所
役
人
は
、
役
人
の
検
使
を
請
け
て
か
ら
出
訴

す
べ
き
で
あ
る
と
申
し
渡
し
て
訴
状
を
撤
回
さ
せ
て
い
る(39
)。
あ
る
い
は
、
ま
た
、
訴
状
内
容
に
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合
は
、
奉

行
所
で
訴
訟
人
を
糺
す
こ
と
が
あ
っ
た(40
)。「
目
安
糺
」
に
お
け
る
判
断
の
客
観
性
、
確
実
性
を
少
し
で
も
担
保
す
る
た
め
の
措
置
は
他

に
も
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
事
件
現
場
の
領
主
・
地
頭
・
代
官
に
よ
る
被
疑
者
・
関
係
者
の
尋
問
の
調
書
な
ど
、

公
的
な
機
関
の
作
成
し
た
証
拠
書
類
が
、「
目
安
糺
」
の
た
め
に
提
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か(41
)。
あ
る
い
は
「
私

人
に
よ
る
出
訴
」
に
さ
い
し
、
領
主
、
地
頭
、
代
官
よ
り
江
戸
の
奉
行
所
に
、
事
件
に
関
す
る
何
ら
か
の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か(42
)。
ま
た
、
こ
う
し
た
公
的
機
関
に
よ
る
証
拠
書
類
で
は
な
く
、
私
的
な
証
拠
が
目
安
糺
の
場
で
提
出
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

く
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
奉
行
所
役
人
が
「
目
安
糺
」
に
お
い
て
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
」
と
判
断
し
、
身
柄
拘
束
・
送
致
、
召

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）
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喚
し
た
被
疑
者
は
、「
吟
味
筋
」
の
手
続
に
よ
り
、
奉
行
の
「
直
糺
」・
役
人
の
「
下
役
糺
」
と
い
う
正
式
の
吟
味
に
付
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
吟
味
が
「
権
威
主
義
的
有
罪
確
保
主
義
」
の
色
彩
を
色
濃
く
お
び
た
糺
問
審
理
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
簡
単
に
無
罪

判
決
が
出
る
と
は
想
定
し
が
た
い
。
こ
う
考
え
る
と
、「
目
安
糺
」
に
お
け
る
奉
行
所
役
人
の
判
断
は
、
被
疑
者
の
そ
の
後
を
決
定
づ

け
る
極
め
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
目
安
糺
」
に
お
い
て
奉
行
所
役
人
が
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
も

と
づ
い
て
被
疑
者
が
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
被
疑
者
が
奉
行
所
の
吟
味
（
糺
問
審

理
）
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
た
の
か
、
具
体
的
な
事
例
を
数
多
く
探
索
し
、
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

次
に
、
上
記
し
た
相
違
点
の
第
二
点
目
に
つ
い
て
で
あ
る
。
奉
行
所
の
「
目
安
糺
」
に
お
い
て
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
思
え
な

い
」
と
判
断
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
疑
者
は
「
心
付
呼
出
」
に
よ
り
江
戸
送
致
さ
れ
、
事
件
は
「
吟
味
物
」
と
し

て
奉
行
所
で
も
糺
問
審
理
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、「
目
安
糺
」
で
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
思
え
な
い
」
と
判

断
さ
れ
た
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
無
罪
（
不
処
罰
）
と
な
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
吟
味
物
」
に
対
す
る
奉
行
所
の
審
理
が
、

上
記
の
よ
う
に
、「
権
威
主
義
的
有
罪
確
保
主
義
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
簡
単
に
無
罪
判
決
が
出

る
と
は
想
定
し
が
た
い
。
た
だ
、
こ
の
点
も
実
際
の
事
例
を
検
討
し
な
け
れ
ば
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
。
今
後
の
事
例
分
析

が
求
め
ら
れ
よ
う
。

次
は
、
上
記
し
た
相
違
点
の
第
三
点
目
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
出
入
筋
」
の
手
続
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
刑
事
事
件
は
、
通
常

の
民
事
事
件
と
同
様
、
訴
訟
人
と
相
手
方
が
法
廷
で
「
対
決
」
し
、
奉
行
の
裁
許
（
判
決
）
を
待
つ
。「
出
入
筋
」
の
手
続
は
「
当
事

者
主
義
」
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る(43
)。
そ
れ
は
、「
手
続
の
進
行
が
当
事
者
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
て
」
お
り
、
内
済
や
訴
え
の
取
下
げ
に
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よ
り
当
事
者
が
吟
味
を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
た(44
)と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
出
入
筋
」
の
実
際
の
審
理

（
吟
味
）
は
、「
役
人
の
尋
問
に
代
る
代
る
答
え
る(45
)」
と
い
う
「
糺
問
審
理(46
)」
で
あ
り
、
手
続
も
、
当
事
者
の
主
張
と
は
異
な
る
裁
判
所

独
自
の
解
決
策
を
提
示
す
る
判
決
が
可
能
で
あ
る
な
ど
「
職
権
主
義
的
特
徴
を
有
し
て
い
た(47
)」。
江
戸
幕
府
の
裁
判
に
お
い
て
、「
出
入

筋
」
の
手
続
に
よ
る
刑
事
事
件
の
実
際
の
審
理
の
姿
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
「
目
安
糺
」
に
お
け
る
奉
行
所
役
人
の
判
断
が
あ
る
の
で
、
奉
行
所
の
審
理
（
吟
味
）
で
は
無
罪
（
不

処
罰
）
と
な
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
豊
岡
藩
の
者
が
出
石
藩
の
者
を
相
手

ど
っ
て
江
戸
の
寺
社
奉
行
所
に
訴
え
出
た
「
人
殺
出
入
」
で
は
、
相
手
方
の
う
ち
一
名
が
遠
島
、
一
名
が
追
放
と
な
っ
て
い
る(48
)。

三

近
世
日
本
の
刑
事
手
続
の
研
究
は
、「
吟
味
筋
」
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
集
大
成
が
平
松
義
郎
氏
の
『
近
世
刑

事
訴
訟
法
の
研
究
』
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
氏
は
、
幕
府
の
刑
事
手
続
に
つ
い
て
は
「
出
入
筋
を
も
併
せ
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る(49
)」

と
し
つ
つ
も
、「
出
入
筋
」
に
つ
い
て
は
先
学
の
詳
細
な
研
究
が
既
に
存
在
す
る
と
し
て
、
考
察
の
対
象
を
「
吟
味
筋
」
に
絞
り
込
ん

だ
。
し
か
し
、「
出
入
筋
」
の
手
続
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
幕
府
の
奉
行
所
が
、
刑
事
事
件
を
「
出
入
筋
」
の
手
続

で
ど
の
よ
う
に
取
扱
っ
て
い
た
の
か
を
論
じ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。「
刑
事
問
題
が
出
入
筋
で
扱
わ
れ
る
と
き
、
ど
う
い

う
風
に
取
扱
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
具
体
例
が
知
り
た
い(50
)」
と
い
う
石
井
良
助
氏
の
問
題
提
起
は
、
今
な
お
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
幕
府
の
刑
事
手
続
は
、
平
松
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
、「
出
入
筋
」
を
も
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
そ
の
全
体
像
が

明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
、
別
稿
に
引
き
続
き
、
他
領
他
支
配
関

連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
の
、
江
戸
の
奉
行
所
に
お
け
る
取
扱
い
を
、「
目
安
糺
」
に
焦
点
を

あ
て
て
分
析
・
検
討
し
た
。
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そ
の
結
果
、
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
出
入
筋
」
の
手
続
で
あ
る
「
目
安
糺
」
に
お
い
て
、
一
定
の
判
断
に
も
と
づ
き
事
件
の

選
別
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
で
あ
る
と
し
て
「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
扱
う
こ

と
と
さ
れ
た
事
件
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
の
で
「
出
入
筋
」
の
手
続
で
扱
う
と
さ
れ
た
事
件
、
そ
し
て
、
犯
罪
の
嫌
疑

は
濃
厚
と
は
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
扱
う
と
さ
れ
た
事
件
に
選
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
選
別
さ

れ
た
事
件
は
、
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
奉
行
所
の
審
理
（
吟
味
）
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
目
安
糺
」
で
「
吟
味
筋
」
扱
い
と

さ
れ
た
事
件
は
、「
権
威
主
義
的
有
罪
確
保
主
義
」
的
な
糺
問
審
理
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
「
目
安
糺
」
は
事
件

の
そ
の
後
の
取
扱
い
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い(51
)。

ま
た
、「
目
安
糺
」
に
よ
り
「
吟
味
筋
」
扱
い
と
さ
れ
た
事
件
や
「
出
入
筋
」
扱
い
と
さ
れ
た
事
件
の
そ
の
後
の
顚
末
を
、
選
別
理
由

と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
て
明
ら
か
に
し
た
研
究
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
今
後
は
、「
出
入
筋
」
の
手
続
で
あ
る
「
目
安
糺
」

に
お
い
て
、
刑
事
事
件
の
行
く
末
を
決
定
づ
け
る
選
別
の
実
態
を
よ
り
詳
細
に
解
明
す
る
と
と
も
に
、
選
別
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
事
件
が

奉
行
所
の
審
理
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
た
の
か
を
、
多
く
の
事
例
を
調
査
す
る
な
か
で
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
、「
吟
味
筋
」、「
出
入
筋
」
双
方
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
江
戸
幕
府
刑
事
手
続
の
全
体
像
の
解
明
に
つ
な
が

る
第
一
歩
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
六
節

結

び

一

近
世
日
本
に
お
い
て
は
、
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、
被
害
者
側
が
加
害
者
側
を
相
手
ど
っ
て
江
戸
の
奉
行
所
に

出
訴
（「
私
人
に
よ
る
出
訴
」）
し
た
場
合
、
奉
行
所
役
人
は
、
当
該
刑
事
事
件
を
ど
の
手
続
で
処
理
す
べ
き
か
を
検
討
し
た
。
本
稿
で
は
、

二
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こ
の
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
の
奉
行
所
の
対
応
を
検
討
し
、
刑
事
手
続
で
あ
る
「
吟
味
筋
」
の
手
続
の
新
た
な
類
型

を
指
摘
し
た
。
訴
状
の
審
査
（「
目
安
糺
」）
に
お
い
て
奉
行
所
役
人
が
、「
訴
訟
人
が
、
相
手
が
疑
わ
し
い
と
言
っ
て
る
だ
け
で
、
犯
罪

の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
」
と
判
断
し
た
場
合
、
本
来
な
ら
ば
と
ら
れ
る
は
ず
の
訴
状
へ
の
奉
行
の
裏
判
付
与
、
訴
訟
人
に
よ
る

訴
状
の
送
達
と
い
う
「
出
入
筋
」
の
手
続
を
と
る
こ
と
な
く
、
関
係
方
面
に
、
加
害
者
と
名
指
し
さ
れ
た
者
（
相
手
）
の
「
心
付
呼

出
」
を
命
じ
る
場
合
が
あ
っ
た
。「
心
付
呼
出
」
と
は
、
被
疑
者
（
相
手
）
が
逃
亡
せ
ぬ
よ
う
注
意
し
て
江
戸
の
奉
行
所
に
送
致
す
る

こ
と
で
あ
り
、「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
あ
っ
た
。
別
稿
で
指
摘
し
た
「
手
当
呼
出
」（
身
柄
拘
束
・
江
戸
送
致
）、「
差
紙
」（
召
喚
状
）
と

い
っ
た
「
吟
味
筋
」
の
手
続
類
型
と
は
異
な
る
新
た
な
「
吟
味
筋
」
の
手
続
類
型
で
あ
る
。
奉
行
所
は
、「
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は

い
え
な
い
事
件
」
で
あ
っ
て
も
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
逃
亡
の
可
能
性
も
考
慮
し
て
「
心
付
呼

出
」
の
措
置
を
と
っ
た
。

二

他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
い
て
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
奉
行
所
の
「
目
安
糺
」
に
お
い
て
事
件
の

選
別
が
な
さ
れ
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
で
あ
る
と
し
て
「
吟
味
筋
」
の
手
続
で
扱
う
こ
と
に
さ
れ
た
事
件
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は

い
え
な
い
の
で
「
出
入
筋
」
の
手
続
で
扱
う
と
さ
れ
た
事
件
、
そ
し
て
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
と
は
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
吟

味
筋
」
の
手
続
で
扱
う
と
さ
れ
た
事
件
に
、
そ
れ
ぞ
れ
振
り
分
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
「
目
安
糺
」
に
お
け
る
振
り
分
け
の
実
態
、
そ

し
て
振
り
分
け
ら
れ
た
事
件
の
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
未
解
明
の
部
分
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
、
多
く
の
実
例
を
手

が
か
り
に
し
て
解
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
、「
吟
味
筋
」、「
出
入
筋
」
双
方
の
視
点
を
と
り
入
れ
た
江
戸
幕
府
刑
事
手

続
の
全
体
像
の
解
明
に
つ
な
が
る
第
一
歩
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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註(⚑
)
代
官
に
は
事
件
を
吟
味
（
審
理
）
す
る
権
限
は
あ
る
が
、
若
干
の
例
外
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
判
決
決
定
権
は
な
く
、
吟
味
に
も
と
づ

く
伺
書
（「
吟
味
伺
書
」）
を
上
級
機
関
（
勘
定
奉
行
）
に
提
出
し
、
そ
れ
に
対
す
る
指
令
（
下
知
）
を
判
決
と
し
て
申
し
渡
し
た
（
平
松
義

郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
創
文
社
、
昭
和
三
五
年
、
四
六
〇
〜
四
七
三
頁
、
八
四
四
〜
八
五
〇
頁
、
石
井
良
助
『
日
本
刑
事
法
史
』

創
文
社
、
昭
和
六
一
年
、
三
〇
七
〜
三
六
五
頁
、
石
井
良
助
『
日
本
法
制
史
概
説
』
創
文
社
、
昭
和
二
三
年
初
版
、
昭
和
四
六
年
改
版
第
二

刷
、
四
七
五
頁
）。
な
お
、
大
平
祐
一
「
徳
川
日
本
の
民
事
裁
判
」（
韓
国
法
史
学
会
編
「
法
史
学
研
究
」
第
五
六
号
、
二
〇
一
七
年
、
五
九

〜
六
四
頁
）、
吉
田
正
志
「『
公
裁
集
』
解
題
」（
石
井
良
助
・
服
藤
弘
司
編
『
三
秘
集
・
公
裁
集

問
答
集
⚔
』（
吉
田
正
志
担
当
）
創
文
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
三
八
〜
五
七
頁
）、
水
利
科
学
研
究
所
監
修
・
荒
川
秀
俊
校
注
『
公
裁
録
』
地
人
書
館
、
昭
和
三
八
年
、
二
四
四
〜
二
四
八
頁
、

甲
斐
叢
書
刊
行
会
編
『
甲
斐
叢
書
』
一
、
第
一
書
房
、
一
九
七
四
年
、
三
八
二
頁
を
も
参
照
。
旗
本
の
吟
味
権
、
判
決
決
定
権
に
も
一
定
の

制
約
が
あ
っ
た
（
平
松
・
上
掲
書
、
二
四
五
〜
三
〇
四
頁
）。

(⚒
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
一
一
頁
、
服
藤
弘
司
『
幕
府
法
と
藩
法
』
創
文
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
七
頁
、
同
『
刑
事
法
と
民
事
法
』
創
文
社
、

昭
和
五
八
年
、
六
頁
、
一
三
二
頁
、
石
井
良
助
『
体
系
日
本
史
叢
書
⚔

法
制
史
』
山
川
出
版
社
、
昭
和
三
九
年
、
二
〇
九
頁
。
そ
れ
を
規

定
し
た
の
が
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
の
い
わ
ゆ
る
「
自
分
仕
置
令
」
で
あ
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
、
諸
藩
で
は
、
他
領
他
支
配
関
連
刑

事
事
件
を
幕
府
の
裁
判
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
避
け
て
、
な
る
べ
く
な
ら
ば
関
係
す
る
藩
同
士
の
交
渉
に
よ
り
内
部
的
に
処
理
す
る
道
を
選
ん

だ
（
平
松
・
註
(⚑
)書
、
二
一
四
頁
、
服
藤
・
上
掲
『
刑
事
法
と
民
事
法
』
一
六
一
頁
）。
こ
の
「
内
部
的
な
処
理
」
に
は
藩
に
よ
る
裁
判
権

行
使
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
「
自
分
仕
置
令
」
違
反
（
平
松
（
註
(⚑
)書
、
二
四
三
頁
）
と
い
え
る
が
、
幕
府
は
あ
え
て
こ
れ
を
摘
発
す
る

こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
を
め
ぐ
る
領
主
間
の
争
い
が
発
生
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
「
自
分
仕
置
令
」
制
定
の
目

的
は
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
服
藤
『
刑
事
法
と
民
事
法
』
一
六
七
頁
）。

な
お
、
吉
田
正
志
氏
は
、「
自
分
仕
置
令
」
の
解
釈
に
つ
い
て
従
来
の
説
に
疑
問
を
提
す
る
と
と
も
に
、「
大
藩
の
裁
判
権
行
使
」
を
、
幕

府
は
「
公
認
と
ま
で
は
い
わ
な
い
に
し
て
も
、
黙
任
し
て
い
た
場
合
な
い
し
は
時
期
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
（
吉
田
正

志
『
仙
台
藩
刑
事
法
の
研
究
』
滋
学
舎
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
二
五
、
二
六
頁
）。
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(⚓
)
水
林
彪
・
青
木
人
志
・
松
園
潤
一
朗
編
『
法
と
国
制
の
比
較
史
―
―
西
欧
・
東
ア
ジ
ア
・
日
本
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
、
所
収
。

(⚔
)
大
平
・
註
(⚓
)論
文
、
四
〜
六
頁
。

(⚕
)
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
。

(⚖
)
大
平
・
註
(⚓
)論
文
、
六
頁
。

(⚗
)
大
平
・
註
(⚓
)論
文
、
一
九
、
二
〇
頁
。

(⚘
)
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
は
、
遠
国
ま
た
は
多
数
の
村
々
に
引
合
う
軽
い
刑
罰
に
該
る
者
に
関
し
て
は
、
江
戸
の
奉
行
所
に
直
接
召

喚
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
最
寄
の
代
官
―
―
最
寄
に
代
官
陣
屋
が
存
在
し
な
い
場
合
は
領
主
、
地
頭
―
―
に
命
じ
て
糺
問
さ
せ
、
口
書
（
供
述

調
書
）
を
取
り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
平
松
・
註
(⚑
)書
、
七
三
三
頁
）。

(⚙
)
石
井
良
助
『
続
近
世
民
事
訴
訟
法
史
』
創
文
社
、
昭
和
六
〇
年
、
一
一
七
頁
。

(10
)
『評
定
所
留
役
覚
書
』（
神
宮
文
庫
所
蔵
）
七
八
「
疵
付
金
子
奪
取
候
由
之
出
入
取
計
」。

(11
)
『同
』
一
〇
五
「
演
説
書
」

(12
)
『同
』
一
一
一
「
演
説
書
」

(13
)
大
平
・
註
(⚓
)論
文
、
二
九
頁
註
(47
)参
照
。

(14
)
石
井
・
註
(⚙
)書
、
一
一
九
頁
、
平
松
・
註
(⚑
)書
、
一
二
四
頁
、
七
三
四
頁
参
照
。

(15
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
一
二
三
頁
、
七
三
二
頁
。

(16
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
一
二
三
頁
。

(17
)
神
宮
司
庁
編
『
古
事
類
苑
』
法
律
部
三
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
九
年
、
五
八
五
頁
。

(18
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
二
九
一
頁
。
な
お
、
大
平
・
註
(⚓
)論
文
、
二
一
頁
を
も
参
照
。

(19
)
こ
の
ほ
か
、「
心
付
呼
出
」
の
措
置
が
と
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、『
御
勘
定
所
御
留
役
訴
訟
裁
判
方
』
三
二
「
変
死
出
入
」（
石
井
・
註
(⚙
)

書
、
四
一
六
頁
）
を
も
参
照
。

(20
)
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
。
な
お
、『
目
安
秘
書
』
乾
「
訴
答
之
内
不
埒
不
届
其
外
異
例
之
事
」（『
古
事
類
苑
』
法
律
部
三
、
六
〇
二
、
六
〇

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）

二
五
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三
頁
）
お
よ
び
『
評
定
所
留
役
覚
書
』
七
〇
「
心
附
呼
出
之
事
」
の
二
者
も
同
一
史
料
で
あ
る
が
、
こ
の
両
史
料
の
う
ち
後
者
は
末
尾
の
一

行
（
朱
書
）
が
欠
落
し
て
い
る
。

(21
)
大
平
・
註
(⚓
)論
文
、
二
〇
、
二
一
頁
。

(22
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
六
九
〇
頁
。

(23
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
六
九
四
頁
。

(24
)
同
上
。

(25
)
同
上
。

(26
)
石
井
・
註
(⚑
)引
用
『
日
本
刑
事
法
史
』、
六
三
三
頁
。

(27
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
七
六
二
、
七
六
三
頁
。

(28
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
八
三
一
頁
。

(29
)
同
上
。

(30
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
七
七
五
頁
。

(31
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
八
三
一
、
八
三
二
頁
。

(32
)
裁
判
の
場
に
お
け
る
「
御
威
光
」
の
重
視
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
増
補

新
装
版
、
三
八
、
三
九
頁
を
も
参
照
。
な
お
、
青
木
人
志
氏
は
、
江
戸
時
代
の
「
大
岡
裁
き
」
と
い
わ
れ
る
名
裁
判
官
物
語
の
な
か
か
ら
、

「
裁
判
所
は
こ
わ
い
場
所
、
い
や
な
場
所
」
と
い
う
日
本
的
法
意
識
を
抽
出
さ
れ
た
（
青
木
人
志
『「
大
岡
裁
き
」
の
法
意
識

西
洋
法
と
日

本
人
』
光
文
社
、
二
〇
〇
七
年
第
二
刷
、
一
七
〇
頁
）。
こ
れ
も
、
幕
府
の
裁
判
は
「
公
権
力
の
権
威
（「
御
威
光
」）
を
承
認
せ
し
め
」
る
場

で
あ
っ
た
と
す
る
平
松
氏
の
指
摘
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

(33
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
八
三
二
頁
。

(34
)
平
松
氏
が
描
き
出
し
た
江
戸
幕
府
の
刑
事
裁
判
の
手
続
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
「
有
罪
確
保
主
義
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
私
は

か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
（
大
平
「
近
世
の
刑
事
裁
判
と
『
無
罪
』
―
―
刑
事
裁
判
像
の
再
検
討
―
―
」（
太
田
知
行
・
荒
川
重
勝
・
生

二
六
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熊
長
幸
編
『
民
法
学
へ
の
挑
戦
と
新
た
な
構
築
』
創
文
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
〇
二
、
一
一
〇
三
頁
）。
な
お
、
本
論
文
は
の
ち
に
、
大
平

祐
一
『
近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
、
に
収
録
さ
れ
る
）。
し
か
し
、
む
し
ろ
こ
こ
で
用
い
る
「
権
威
主
義
的
有
罪
確
保

主
義
」
と
い
う
表
現
の
方
が
、
平
松
氏
が
強
調
さ
れ
た
特
徴
点
を
よ
り
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
、
こ
の
表
現
を
用

い
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
江
戸
幕
府
の
刑
事
司
法
に
お
け
る
「
有
罪
確
保
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
松
尾
浩
也
「
刑
事
手
続
の
日
本
的
特
色

―
―
い
わ
ゆ
る
モ
デ
ル
論
と
も
関
連
し
て
―
―
」（「
法
曹
時
報
」
第
四
六
巻
第
七
号
、
平
成
六
年
、
二
、
三
頁
）
を
も
参
照
。

(35
)
町
奉
行
の
「
下
吟
味
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
事
件
の
処
理
の
仕
方
を
、
私
は
、
か
つ
て
、「
選
別
主
義
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
（
大

平
・
註
(34
)論
文
、
一
一
〇
一
頁
）。「
目
安
糺
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
こ
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(36
)
松
尾
浩
也
「
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
」（
国
家
学
会
編
『
国
家
学
会
百
年
記
念

国
家
と
市
民
』
第
三
巻
、
有
斐
閣
、
昭
和
六
二
年
、
四

一
六
、
四
一
七
頁
）。

(37
)
石
井
良
助
『
近
世
民
事
訴
訟
法
史
』
創
文
社
、
昭
和
五
九
年
、
三
一
頁
。
な
お
、
出
訴
の
さ
い
に
訴
状
と
と
も
に
証
拠
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
欣
吾
『
増
補
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
』
名
著
出
版
会
、
昭
和
六
三
年
、
二
八
四
頁
を
も
参
照
。

実
際
、
目
安
糺
に
お
い
て
訴
訟
人
は
奉
行
所
役
人
よ
り
、「
証
文
出
セ
」
と
証
拠
書
類
の
提
出
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
中
田
薫
『
法
制
史
論

集
』
第
三
巻
下
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
八
年
初
版
、
昭
和
四
六
年
、
七
六
〇
頁
）。

(38
)
石
井
・
註
(⚙
)書
、
四
〇
三
頁
、
四
〇
四
頁
。

(39
)
石
井
・
註
(⚙
)書
、
四
〇
〇
頁
。

(40
)
第
三
節
三
、
四
を
参
照
。

(41
)
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
に
つ
き
領
主
、
地
頭
、
代
官
よ
り
奉
行
所
吟
味
願
、
差
出
を
す
る
場
合
は
、
領
主
、
地
頭
、
代
官
が
「
下
吟

味
」
を
行
っ
て
い
る
（
平
松
・
註
(⚑
)書
、
六
八
九
頁
）
の
で
、
そ
の
下
吟
味
の
関
係
書
類
（
口
書
な
ど
）
が
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
断
言
は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
本
稿
や
別
稿
で
用
い
た
評
定
所
留
役
の
作
成
し
た
史
料
を
見
る
限
り
で
は
、「
目
安
糺
」
に
公
的
な
証
拠
書
類
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
記
述
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
旧
稿
で
取
り
上
げ
た
「
人
殺
出
入
」（
大
平
祐
一
「
人
殺
出
入
」（
一
）（
二
・
完
）
―
―
江
戸
幕
府
評
定
所

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）

二
七
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に
お
け
る
刑
事
事
件
の
審
理
と
そ
の
特
徴
―
―
）（「
立
命
館
法
学
」
第
三
六
五
号
、
三
六
六
号
、
二
〇
一
六
年
）、
お
よ
び
、
大
平
祐
一

「『
人
殺
出
入
』
の
裁
判
記
録
―
―
江
戸
幕
府
評
定
所
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
審
理
―
―
」（「
立
命
館
法
学
」
第
三
七
一
号
、
二
〇
一
七
年
））

で
も
、
加
害
者
と
名
指
し
さ
れ
た
者
（
相
手
方
）
を
「
詮
議
」
し
た
藩
当
局
の
調
書
が
江
戸
の
奉
行
所
に
、「
目
安
糺
」
の
た
め
に
提
出
さ
れ

た
気
配
は
な
い
。
訴
訟
人
側
の
藩
当
局
か
ら
も
事
件
に
関
す
る
何
ら
か
の
情
報
が
、「
目
安
糺
」
の
た
め
に
江
戸
の
奉
行
所
に
伝
え
ら
れ
た
と

い
う
様
子
は
う
か
が
わ
れ
な
い
。

な
お
、
註
(⚘
)で
述
べ
た
代
官
、
領
主
、
地
頭
に
よ
る
被
疑
者
の
糺
問
と
そ
の
口
書
の
取
寄
せ
は
、
奉
行
所
で
の
「
目
安
糺
」
の
た
め
の

も
の
で
は
な
く
、
判
決
決
定
の
た
め
の
正
式
の
吟
味
を
、
代
官
、
領
主
、
地
頭
に
ゆ
だ
ね
て
そ
の
調
書
を
提
出
さ
せ
た
と
い
う
性
格
の
も
の

で
あ
る
。

(42
)
｢私
人
に
よ
る
出
訴
」
の
際
に
、
訴
訟
人
に
同
行
す
る
添
使
、
あ
る
い
は
訴
訟
人
が
持
参
す
る
添
簡
に
よ
り
、
刑
事
事
件
に
関
す
る
領
主
、

地
頭
、
代
官
か
ら
の
何
ら
か
の
情
報
が
奉
行
所
役
人
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
添
使
の
口
上
書
や
添
簡
に
は
、
双
方
の
掛
合
が
不
調
に
終
っ
た
の
で
、
訴
訟
人
を
こ
こ
に
出
訴
さ
せ
る
旨

記
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
（
石
井
・
註
(37
)書
、
三
〇
頁
）。

た
だ
、〔
史
料
⚑
〕
に
よ
れ
ば
、
他
領
他
支
配
関
連
刑
事
事
件
が
起
こ
っ
た
場
合
、
代
官
は
、「
私
人
に
よ
る
出
訴
」
を
行
う
代
官
所
の
者

に
添
簡
を
持
た
せ
て
江
戸
の
奉
行
所
に
差
出
す
こ
と
を
、
奉
行
所
に
伺
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
出
訴
の
前
に
代
官
か
ら

「
伺
い
」
と
い
う
形
で
、
事
件
に
関
す
る
何
ら
か
の
情
報
が
江
戸
の
奉
行
所
に
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
「
伺
い
」
は
、

事
件
の
内
容
は
伝
え
ず
、
単
に
出
訴
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
了
承
を
求
め
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。

ま
た
、〔
史
料
⚑
〕
に
よ
れ
ば
、
代
官
所
の
者
が
他
領
の
者
を
傷
つ
け
、
あ
る
い
は
殺
害
し
た
場
合
、
先
方
（
被
害
者
側
）
よ
り
代
官
所
の

者
（
加
害
者
側
）
を
相
手
ど
っ
て
出
訴
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
そ
の
よ
う
に
取
計
ら
い
、
代
官
は
先
方
の
役
人
と
懸
合
い
、
そ
の
始

末
を
承
わ
り
奉
行
所
に
届
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
届
け
」
に
よ
り
、
事
件
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
情
報
が
奉
行
所
に
伝
え
ら
れ
た
の

か
も
不
明
で
あ
る
。

二
八

立
命
館
法
学

二
〇
一
八
年
一
号
（
三
七
七
号
）
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(43
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
四
〇
七
頁
、
浅
古
弘
ほ
か
編
『
日
本
法
制
史
』
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
三
頁
（
神
保
文
夫
氏
執
筆
担
当
）。

(44
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
四
〇
六
頁
。

(45
)
平
松
「
近
世
法
」（
朝
尾
直
弘
ほ
か
編
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
11

近
世
⚓
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
三
六
二
頁
）。
な
お
、
本
論
文

は
の
ち
に
、
平
松
『
江
戸
の
罪
と
罰
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
に
収
録
さ
れ
る
。

(46
)
大
平
・
註
(41
)論
文
（
二
・
完
）、
二
五
四
、
二
五
五
頁
、
春
原
源
太
郎
『
近
世
庶
民
法
資
料
』
第
二
輯
、
訴
訟
事
件
の
記
録
、
解
説
。

(47
)
水
林
彪
「
近
世
的
秩
序
と
規
範
意
識
」（
相
良
享
・
尾
藤
正
英
・
秋
山
虔
編
『
講
座
日
本
思
想
⚓

秩
序
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三

年
、
一
一
一
〜
一
一
六
頁
）。

(48
)
大
平
・
註
(41
)論
文
参
照
。

(49
)
平
松
・
註
(⚑
)書
、
緒
言
四
頁
。

(50
)
石
井
・
註
(26
)書
、
六
五
三
頁
。

(51
)
目
安
糺
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
・
註
(37
)書
、
二
七
七
頁
〜
三
〇
三
頁
、
石
井
・
註
(⚙
)書
、
三
六
三
〜
四
六
三
頁
、
石
井
・
註
(37
)書
、

三
一
〜
四
九
頁
等
の
貴
重
な
研
究
が
あ
る
。

（
二
〇
一
八
年
三
月
九
日
)

〔付
記
〕
本
論
文
は
、
平
成
二
七
年
〜
二
九
年
度
科
学
研
究
費
助
成
金
（
基
盤
研
究
🄒🄒
課
題
番
号
一
五
Ｋ
〇
三
〇
九
三
）
に
も
と
づ
く
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

刑
事
事
件
と
「
私
人
に
よ
る
出
訴
」（
大
平
）

二
九

560 ( 560 )


